
資料２

質問 回答

1 容器包装プラスチック、製品プラスチック
の回収が先行している千代田区、港区、渋
谷区のリサイクル方法は何か。
またどのように分別しているのかもあわせ
て教えてほしい。

１　各区のリサイクル方法
　千代田区：
　　容器包装プラスチックは容器包装リサイクル法ルート
　　製品プラスチックは独自処理ルートで固形燃料（ＲＰＦ）
　港区：
　　容器包装プラスチックは容器包装リサイクル法ルート
　　製品プラスチックは独自処理ルートでケミカルリサイクル
　　（ドライアイス、アンモニア）
　渋谷区：
　　容器包装プラスチックは容器包装リサイクル法ルート
　　製品プラスチックは独自処理ルートで固形燃料（ＲＰＦ）

２　分別方法
　　容器包装プラスチックと製品プラスチックを同じ袋で排出
　　する一括回収をしています。

2 他の自治体におけるペットボトル回収は週
1回のところもあるが、人口90万人もある
世田谷区のペットボトル回収は月2回であ
る。
世田谷区よりも人口（排出量）の少ない他
の自治体より回収頻度が少ない。この理由
は何か。

事業者によるペットボトル自主回収の体制づくり（東京ルール
Ⅲ）の結果、スーパーやコンビニ等の店頭でのペットボトル回収
が進んだことをふまえ、集積所に出される量を想定し、月2回と設
定しています。

3 資料４のP18に「製品プラスチックの再商
品化処理は、全量分が自治体の負担とな
る。」、
資料４のP39に「プラスチック資源循環法
第33条の制度を活用することで、プラス
チック再商品化費用を抑えることができ
る。」

とあるが、例えばコンビニにあるスプー
ン、ストロー（製品プラスチック）を区民
が使用後、プラスチック資源回収場所に出
した場合、区が回収したその全量の再商品
化処理費用は区の負担となるのか。具体的
に説明してほしい。
その負担経費は、第33条の制度を活用する
ことで費用を抑えることができるとある
が、第33条とはどのような制度なのか。

使用済みプラスチックは、「容器包装プラスチック」と「製品プ
ラスチック」に分けられます。

区が回収した「製品プラスチック」の再商品化費用は、どの処理
方法を活用しても、全量分を区が負担することになります。
一方、「容器包装プラスチック」の再商品化費用は、容器包装リ
サイクル法ルートを活用できれば、99％は事業者が負担、残りの
1％を区が負担(令和4年度の負担割合）となるため、費用を抑える
ことができます。

プラスチック資源循環法第33条では、独自ルートでプラスチック
を処理する場合において、区と再商品化事業者が連携して策定し
た再商品化計画を主務大臣が認定することにより、容器包装プラ
スチック分については、容器包装リサイクル法ルートを活用した
ときと同じ費用負担割合（令和4年度１％）になるため、再商品化
費用を抑えることができます。
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※容器包装リサイクル法の対象は、容器包装プラスチックのみ。

容器包装プラスチック ＜経費＞ 事業者99％ 区負担１％

使用済みプラスチック

製品プラスチック ＜経費＞ 区負担 100％


